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令和元年 11 月定例舞鶴市教育委員会会議録 

 

開 会 日 時  令和元年 11 月 20 日（水) 午後 1 時～午後 1 時 35 分 

 

場 所  市役所別館 413 会議室 

 

出 席 委 員  奥水教育長  荻野委員  岸本委員  冨川委員  内藤委員  堀尾委員 

        

欠 席 委 員  なし     

 

事務局職員    

浜野教育振興部長   鹿田教育総務課総務係長 

秋原指導理事  

森下学校教育課長  

井上学校教育課指導担当課長  

瀬野学校教育課主幹  

         

飯田市民文化環境部地域づくり支援課長 

谷市民文化環境部地域づくり支援課公民館担当課長 

  小東市民文化環境部図書館課長 

 

1  開  会 

教育長  開会を宣告 

 

２ 令和元年 10 月定例教育委員会会議録  承認 

 

教育長 会議録を会議に諮り、全員承認 

 

３  諸報告 

(1) 教育長報告 

事務局から教育長の主な活動に係る報告事項を資料に基づき報告 

 

(2) 各課報告 

 

（教育総務課） 

①行事予定について 

 

（学校教育課） 

①行事予定について 

②令和元年度 第 29 回舞鶴市小学生駅伝競走大会について 
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③舞鶴市教育支援センター「明日葉」・「いじめ相談室」10 月の通級・相談等の状況について 

 

（地域づくり支援課） 

①行事予定について 

②公民館の自主事業について 

 

（図書館課） 

①行事予定について 

②東図書館、西図書館行事予定について 

 

（質問・意見） 

なし 

 

（教育長） 

第 35 号議案の上程について説明をお願いする。 

 

（瀬野学校教育課主幹） 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 38 条の規定に基づき、令和 2 年度教職員

人事異動の内申を京都府教育委員会へ行うに際して、府の教職員人事異動方針に沿って舞

鶴市教育委員会の「令和２年度教職員人事異動の内申方針」を舞鶴市教育委員会基本規則

第 10条第 1項の規定により別紙のとおり専決処理したので、同条第 2項の規定に基づきこれ

を委員会に報告し、その承認を求めるもの。 

 

（荻野委員） 

 要綱の中で、小学校の専科指導の推進に配慮した人事配置とあったが、何か方針は決まっ

ているのか。 

 

（瀬野学校教育課主幹） 

 京都府で具体的な方針が示されているわけではないが、専科指導にも力を入れていく方向

性である。 

 

（冨川委員） 

 本人に人事異動の内示をするのが１５日から１７日前ということで、それは何か理由があるの

か。 

 

（瀬野学校教育課主幹） 

 発令日は通常４月１日となるが、土日をはさむ関係で１５日から１７日前になる。 

 

（教育長） 

第 35 号議案を会議に諮り、全員異議無く承認 
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（以下、「非公開」） 

 

（教育長） 

第 36 号議案、令和元年 11 月 20 日提出の「令和元年舞鶴市議会 12 月定例会提出議案

に係る意見について」の上程について、説明をお願いする。 

 

（鹿田教育総務課総務係長） 

令和元年舞鶴市議会 12 月定例会に提出を予定している議案について、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律(昭和 31 年法律第 162 号)第 29 条の規定により市長から意見を

求められたので、異議ない旨を申し出ることについて提案するもの。 

 

（教育長） 

第 36 号議案を会議に諮り、全員異議無く承認 

 

 

４ その他 

次回の定例教育委員会は、12 月 23 日（月）午後 2 時から開催することを確認 

 

５ 閉 会 

 

   教育長 閉会を宣告 

 

署  名   

(教育長) 

 

記  録 


